
不動産鑑定評価書
地元の不動産に強い専門家だから出せる

不動産の鑑定評価とは、「不動産の鑑定評価に関する
法律」に基づいて、不動産鑑定士が不動産の経済価
値を判定し、その価値を貨幣額で表示することを言
います。評価にあたっては、不動産鑑定評価基準に
基づき、対象となる不動産の「最有効使用」を判定し、
鑑定評価の手法によって価格や賃料を求めます。

詳細な鑑定評価書から意見書まで、お客様のご要望に応じてお選び頂けます。

＊期間、料金は評価内容や所在地、件数等によって変動いたしますのでご相談ください。

鑑定評価書例

会社案内

https://www.yorisoi.co.jp/

公共用地の評価実績３０年以上の

安心と信頼で適正に評価

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名２丁目４番 38 号
チサンマンション天神Ⅲ209
TEL 092-753-9680 / FAX 092-753-9689

アクセス
・地下鉄空港線 赤坂駅（４番）より徒歩２分
・天神より徒歩９分
・西鉄天神大牟田線 西鉄福岡（天神）より徒歩 10 分

ご相談はこちら

092-753-9680TEL

E-mail info@yorisoi.co.jp
URL https://www.yorisoi.co.jp/

(土・日・祝祭日は定休）
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当社事務所
チサンマンション天神Ⅲ 2F

ご依頼者の状況によって、ご提供できるサービスが変わってきます。提供サービス
が変われば料金も変わってきますで、正確なお見積りを出すためにも詳しい今の状
況をお聞かせください。

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 所属
一般社団法人 九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会 所属

公益社団法人 福岡県不動産鑑定士協会 所属

不動産鑑定評価書 不動産調査報告書 意 見 書



不動産を適正に評価する、
高品質な不動産鑑定

当会社は不動産に関わる顧客の最適な判断に「よりそう」とともに、
竹の節のように顧客の発展繁栄を支えることを目指し、不動産に関
する知識や情報を提供して地域経済ひいては日本経済に貢献する活
動を行います。

公共用地の評価実績を持つ不動産鑑定士・補償業務管理士が、
不動産鑑定・土地評価をワンストップでサポートします。
自治体などで、部署異動された公共用地に関する業務担当者
様への無料アドバイス、セミナーも行っております。

よりそい不動産鑑定株式会社

代表取締役　扇 幸一郎

公共用地の評価実績３０年以上の信頼と安心

福岡県全域を中心とした

あらゆる不動産鑑定および

不動産調査をさせて頂きます。

不動産鑑定業務
■不動産鑑定評価とは
公的な場で公正な判断をするためには、信頼できる専門家による評価として不動産鑑定評価が必要と
なります。具体的には以下の場面で利用されます。
　 1. 公共用地の取得・交換・貸付、公売処分に際しての鑑定評価
　 2. 国有財産売り払いに際しての鑑定評価
　 3. 土地区画整理事業・市街地再開発事業の従前・従後資産の不動産の鑑定評価

補償業務
■補償コンサルタント（土地評価）とは
道路や橋、河川の堤防、上水道･下水道、公園施設などの公共事業を整備・施行するには、個人の土
地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じます。
この時、起業者（国や地方公共団体など）は、土地の所有者や借家人などの関係者に正当な損失補償
を行いますが、こうした損失補償や関連する業務を起業者から受注または請負う法人（または個人）を、
「補償コンサルタント」といいます。業務は、8つの部門に分かれており、土地評価部門の業務内容
は以下になります。
　 1. 土地の評価のための同一状況地域の区分、土地に関する補償金算定業務等
　 2. 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務

■業務の流れ
1. 事 前 調 査 対象地域について広域的に概要や土地の利用状況等の把握をします。

2. 現 地 調 査 現地にて各土地の利用状況や道路との接道状況等の調査を行います。

3. 標準地の選定 現地踏査の結果を踏まえ、標準地の選定を行います。

5. 各 筆 評 価 各画地の現地踏査の結果と標準地の価格・土地価格比準表を活用して補償額を算定します。

7. 報告書の作成 用途的区域の区分・現況写真・平面図等の資料作成をし、報告書を作成します。

4. 標準地価格の算定 選定した標準地の価格を算定します。 取引事例比較法、地価公示標準地・地価調査基準地
との規準により、標準地の適正な価格（正常価格）を算定します。

6. 残地補償額の算定 公共用地取得の結果、残地について損失が生じた場合、これも併せて補償します。
残地補償はその要否や、売却損率について判断が必要となります。

補償業務管理士（土地評価）
不動産鑑定士（登録番号 5673 号）

公認不動産コンサルティングマスター
国土交通省地価公示・鑑定評価員

補償コンサルタントは、幅広い専門的な知識が要
求されます。弊社では不動産鑑定士をはじめ、補
償業務管理士が複数在籍しています。30 年以上に
わたる鑑定・補償業務の実績から、国や都県、市
町村など各自治体から厚い信頼を得ています。

福岡県地価調査・鑑定評価員

大手不動産鑑定会社での経験を活かし福岡で創業


